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一 

 



 

こ
の
「
米
軍
用
地
収
用
特
措
法
」
の
発
動
は
、
過
去
に
お
い
て
米
軍
が
沖
縄
県
民
の
土
地
を
「
銃
剣
と
ブ
ル
ド
ー

ザ
ー
」
で
次
々
と
強
制
接
収
し
て
き
た
行
為
と
何
ら
変
わ
り
な
い
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
一
九
七
七
年
五
月
十

四
日
、「
公
用
地
等
暫
定
使
用
法
」
の
期
限
切
れ
に
伴
う
四
日
間
の
不
法
占
拠
と
い
う
暴
挙
と
と
も
に
、
永
遠
に
糾

弾
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。 

一
九
八
四
年
十
一
月
三
十
日
、
那
覇
防
衛
施
設
局
長
は
、
「
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力

及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る

協
定
の
実
施
に
伴
う
土
地
等
の
使
用
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
」
（
以
下
「
米
軍
用
地
収
用
特
措
法
」
と
い
う
。
）
に
基

づ
く
手
続
を
開
始
し
た
。 

さ
ら
に
「
米
軍
用
地
収
用
特
措
法
」
は
、
恒
久
平
和
主
義
を
定
め
た
憲
法
の
前
文
及
び
第
九
条
に
違
反
す
る
こ
と 

沖
縄
の
米
軍
基
地
内
の
未
契
約
者
所
有
の
土
地
に
対
す
る
強
制
使
用
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

三 

 



 

従
つ
て
、
今
回
の
「
米
軍
用
地
収
用
特
措
法
」
の
発
動
を
、
政
府
と
し
て
即
刻
撤
回
さ
れ
る
こ
と
を
強
く
要
求

し
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。 

は
明
白
で
あ
り
、
財
産
権
の
保
障
を
定
め
た
憲
法
第
二
十
九
条
に
も
違
反
す
る
も
の
で
あ
る
。 

一 

政
府
は
、
一
九
七
二
年
の
沖
縄
復
帰
時
よ
り
今
回
の
「
米
軍
用
地
収
用
特
措
法
」
の
発
動
を
含
め
て
、
実
に

四
度
目
の
在
沖
米
軍
基
地
内
の
未
契
約
者
に
対
す
る
「
強
制
使
用
」
の
措
置
を
講
じ
て
き
た
が
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ

に
つ
い
て
の
根
拠
法
、
軍
事
施
設
ご
と
の
件
数
、
所
有
者
数
、
面
積
及
び
使
用
期
間
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

二 

一
九
八
四
年
十
一
月
三
十
日
の
「
米
軍
用
地
収
用
特
措
法
」
に
基
づ
く
意
見
照
会
手
続
の
開
始
以
来
、
現
在
ま 

で
三
ヵ
月
余
が
経
過
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
政
府
は
、
対
象
土
地
の
使
用
期
間
を
明
示
し
て
い
な
い
。 

そ
も
そ
も
国
民
の
貴
重
な
財
産
を
「
強
制
使
用
」
し
よ
う
と
す
る
立
場
に
あ
る
者
が
、
そ
の
使
用
期
間
を
明
示

し
な
い
と
は
言
語
道
断
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
九
八
〇
年
十
二
月
五
日
付
の
私
の
質
問
主
意
書
に
対

す
る
政
府
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
九
三
第
一
九
号
）
に
お
い
て
は
、
意
見
照
会
手
続
よ
り
一
ヵ
月
も
経
過
し
て
い
な 

四 

 



 

四 

今
回
、「
米
軍
用
地
収
用
特
措
法
」
を
適
用
し
よ
う
と
す
る
対
象
土
地
の
う
ち
、
地
籍
が
確
定
し
て
い
な
い
土

地
は
あ
る
か
。 

三 

一
九
五
二
年
に
施
行
さ
れ
た
「
米
軍
用
地
収
用
特
措
法
」
を
現
在
ま
で
に
適
用
し
た
例
は
あ
る
か
。 

し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

明
確
に
答
弁
さ
れ
た
い
。 

あ
る
と
す
れ
ば
そ
の
施
設
名
、
件
数
、
所
有
者
数
、
面
積
、
使
用
期
間
及
び
裁
決
年
月
日
を
そ
れ
ぞ
れ
明
ら

か
に
さ
れ
た
い
。 

い
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
五
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
そ
の
使
用
期
間
を
定
め
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
る
」
と
明
言 

あ
る
と
す
れ
ば
そ
の
土
地
が
所
在
す
る
施
設
名
、
件
数
、
所
有
者
数
及
び
面
積
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

今
回
、「
米
軍
用
地
収
用
特
措
法
」
に
よ
り
使
用
し
よ
う
と
し
て
い
る
土
地
の
使
用
期
問
を
米
軍
施
設
ご
と
に 

な
お
、
こ
の
よ
う
な
地
籍
の
確
定
し
て
い
な
い
土
地
は
、
「
米
軍
用
地
収
用
特
措
法
」
や
「
土
地
収
用
法
」
が
作 

五 

 



 

五 

「
米
軍
用
地
収
用
特
措
法
」
第
三
条
に
定
め
ら
れ
た
「
適
正
且
つ
合
理
的
」
の
要
件
と
は
、
単
な
る
「
基
地
の
必 

六 

例
え
ば
、「
地
位
協
定
」
第
三
条
の
米
軍
施
設
管
理
権
に
よ
つ
て
米
軍
の
管
理
下
に
あ
り
な
が
ら
、
現
実
に
は

自
衛
隊
が
使
用
し
て
い
る
基
地
に
つ
い
て
は
「
適
正
且
つ
合
理
的
」
の
要
件
を
欠
く
も
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な

土
地
に
対
し
て
「
米
軍
用
地
収
用
特
措
法
」
を
適
用
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
は

ど
う
か
。 

効
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

成
を
義
務
付
け
て
い
る
土
地
の
調
書
や
図
面
を
作
成
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
政
府
が
問
答
無
用
式
に
ひ 

と
り
よ
が
り
で
こ
れ
ら
の
土
地
の
調
書
や
図
面
を
作
成
し
た
と
し
て
も
、
法
的
に
は
何
の
意
味
も
持
た
な
い
無 

要
性
」
や
「
安
保
条
約
に
基
づ
く
基
地
提
供
義
務
」
と
同
義
語
で
は
決
し
て
な
い
は
ず
で
あ
る
。 

つ
ま
り
、「
日
米
安
保
条
約
」
や
「
地
位
協
定
」
で
土
地
等
を
提
供
し
て
い
る
か
ら
と
い
え
ど
も
、
そ
れ
が
即

「
適
正
且
つ
合
理
的
」
な
要
件
を
満
た
す
も
の
で
は
な
い
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
は
ど
う
か
。 

六 

 



 

九 

同
様
に
米
軍
基
地
内
の
ゴ
ル
フ
場
は
、「
適
正
且
つ
合
理
的
」
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
と
は
こ
れ
ま
た
到
底

考
え
ら
れ
な
い
が
、
政
府
の
見
解
は
ど
う
か
。 

八 

同
様
に
い
わ
ゆ
る
黙
認
耕
作
地
を
米
軍
の
用
に
供
す
る
こ
と
が
、「
適
正
且
つ
合
理
的
」
の
要
件
を
満
た
し
て

い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
が
、
政
府
の
見
解
は
ど
う
か
。 

七 
同
様
に
「
地
位
協
定
」
第
二
条
第
四
項

(ａ )
に
基
づ
く
一
時
使
用
権
に
よ
つ
て
自
衛
隊
が
使
用
し
て
い
る
土
地
に

つ
い
て
は
、「
米
軍
用
地
収
用
特
措
法
」
を
適
用
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
は
ど

う
か
。 

十
一 

現
在
、
い
わ
ゆ
る
「
一
坪
反
戦
地
主
」
は
何
名
お
ら
れ
る
か
。
並
び
に
そ
の
方
々
が
所
有
す
る
土
地
の
施
設 

十 

前
回
の
「
米
軍
用
地
収
用
特
措
法
」
の
発
動
開
始
は
、「
強
制
使
用
」
期
限
前
、
お
よ
そ
一
年
半
前
で
あ
つ
た

が
、
今
回
の
再
発
動
開
始
は
お
よ
そ
二
年
半
前
で
あ
る
。
前
回
に
比
べ
て
一
年
早
く
発
動
し
て
い
る
が
そ
の
理

由
は
何
か
。 

七 

 



 

十
三 

沖
縄
県
に
よ
る
「
県
民
選
好
度
調
査
結
果
」
（
昨
年
末
）
に
よ
る
と
、
県
民
が
一
番
望
ん
で
い
る
の
は
「
基
地 

十
二 

「
米
軍
用
地
収
用
特
措
法
」
を
適
用
し
よ
う
と
し
て
い
る
那
覇
市
所
有
の
土
地
に
つ
い
て
、
そ
の
施
設
名
、

件
数
、
面
積
及
び
使
用
期
間
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

の
返
還
促
進
」
で
あ
り
、
次
い
で
「
新
規
に
基
地
を
提
供
し
な
い
こ
と
」
と
な
つ
て
い
る
。
こ
の
結
果
か
ら
も
明

ら
か
な
よ
う
に
、
県
民
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
は
「
軍
事
基
地
の
な
い
平
和
な
沖
縄
」
を
望
ん
で
い
る
こ
と
は
明
白
で

あ
る
。
こ
の
県
民
の
痛
切
な
願
望
に
政
府
は
い
か
に
し
て
応
え
る
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

一
九
七
六
年
三
月
、
那
覇
市
議
会
で
議
決
さ
れ
た
「
那
覇
市
基
本
構
想
」
は
、「
軍
事
基
地
を
早
急
に
解
放
さ

せ
、
そ
の
跡
地
を
市
民
の
た
め
の
平
和
で
豊
か
な
生
活
の
場
と
し
て
活
用
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
同
構
想
を

実
現
す
る
上
で
、
小
禄
地
区
並
び
に
牧
港
住
宅
地
区
の
米
軍
用
地
の
返
還
が
不
可
欠
と
考
え
る
が
、
こ
れ
ら
の

地
区
の
返
還
見
通
し
は
ど
う
か
。 

名
、
件
数
及
び
面
積
に
つ
い
て
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

八 

 



 

 

九 

右
質
問
す
る
。 


